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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   令和２年１０月 ６日（火） 

開会  ９時３０分 

    閉会  ９時５６分 

          

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 

出席委員 木平芳定教育長、森脇健夫委員、大森達也委員、黒田美和委員、 

北野誕水委員 

   欠席委員 なし 

    

４ 出席職員  

教育長 木平芳定（再掲）、副教育長 宮路正弘 

次長（教職員担当）山本健次、次長（学校教育担当）諸岡伸、 

次長（育成支援・社会教育担当）中野敦子、次長（研修担当）吉村元宏 

教育総務課 課長 伊藤美智子 

教職員課 課長 中村正之、班長 大屋慎一、主査 鈴村良典 

高校教育課 課長 井上珠美、班長 河合貞志、係長 水谷紀子 

社会教育・文化財保護課 課長 林幸喜、主査 上村一弘、主任 保井和峰 

 

５ 議案件名及び採択の結果                     審議結果 

             

   該当事項無し 

 

６ 報告題件名 

   報告 １ 令和３年度三重県公立学校教員採用選考試験第２次選考試験の結果に

ついて 

   報告 ２ 令和３年度三重県立高等学校入学者選抜について 

   報告 ３ 指定管理者が行う公の施設の管理状況について 

   

７ 審議の概要  

 

・開会宣言   

  木平芳定教育長が開会を宣告する。 

    

・会議成立の確認 
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５名中５名の委員の出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（９月１５日開催）の審議結果の確認 

  前回定例会の審議結果の内容を確認し、全委員が了承する。 

     

・議事録署名者の指名 

森脇委員を指名し、指名を了承する。  

 

・会議の公開・非公開の別及び進行の確認 

  報告３は、県議会提出前のため、非公開とすることを決定する。 

  会議の進行は、公開の報告１、報告２の報告を受けた後、非公開の報告３の報告を

受ける順番とすることを決定する。 

 

・審議事項 

報告１ 令和３年度三重県公立学校教員採用選考試験第２次選考試験の結果について 

（公開） 

(中村教職員課長説明) 

  報告１ 令和３年度三重県公立学校教員採用選考試験第２次選考試験の結果につい

て 

  令和３年度三重県公立学校教員採用選考試験第２次選考試験の結果について、別紙

のとおり報告する。令和２年１０月６日提出 三重県教育委員会事務局 教職員課長 

  １ページをおめくりください。今年度実施しました教員採用試験の結果についてま

とめさせていただきました。「１ 第 1 次選考試験」と「２ 第２次選考試験」の（１）

試験日までについては、前回までの定例会でご報告させていただいておりまして、２

の（２）結果のところから説明させていただきます。 

  去る９月２３日に最終合格発表を行いました。２次試験の受験者数は１，２３９名

で、合格者数は４３７名が最終合格になりました。採用見込み者数につきまして、予

定どおり確保できております。 

  内訳については、小学校２３０名ほか、記載のとおりでございます。合格者数は前

年度より２８名減少しておりますが、その下の倍率につきましては、全体で６.１倍、

前年度が５.６倍でした。この倍率は下のほうに書いてありますが、１次試験の受験

者数を２次試験の合格者数で割ったものです。 

  内訳は、小学校教諭が４.３倍、中学校教諭が６.７倍、高等学校教諭が１１.８倍、

特別支援学校教諭が５.７倍、養護教諭が１０.７倍、栄養教諭が７.２倍となってお

ります。括弧書きが前年度の数字で、中学校が若干下がっておりますが、栄養教諭は

同じで、あとは少し上がっておりまして、全体で６.１倍を確保できたところです。 

  下のほう、全合格者数のうちの特別選考の合格者数は、障がい者を対象とした特別

選考ですが、こちらは６名の方が受験していただきましたが、合格基準に達せず、今

年度は０名という結果になりました。スポーツ競技者の特別選考は４名、小学校英語

教育推進者特別選考は４名、社会人特別選考は１名、教職経験者等を対象とした特別
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選考［Ⅰ］、これは、国立又は公立学校で正規教諭等を３年以上経験した者ですが、

こちらが２７名、同じく教職経験の特別選考［Ⅱ］ですが、こちらは県内の公立学校

又は三重大附属学校で常勤講師として一定期間以上勤務した者が条件ですが、こちら

は１２６名となっております。内訳は、小学校教諭６４名、以下、このような結果に

なっております。 

  ２ページは、校種・教科・科目別にそれぞれ一番右端に２次試験の最終の合格者発

表者数をまとめさせていただいております。 

  ３ページは、令和３年度が一番右端にございまして、令和３年度以前１０年間の推

移等、実施状況についてまとめさせていただいたものです。 

 

【質疑】   

教育長 

  報告１は、いかがでしょうか。 

 

－全委員が本報告を了承する。－   

 

・審議事項 

報告２ 令和３年度三重県立高等学校入学者選抜について （公開） 

(井上高校教育課長説明) 

  報告２ 令和３年度三重県立高等学校入学者選抜について 

  令和３年度三重県立高等学校入学者選抜について、別紙のとおり報告する。令和２

年１０月６日提出 三重県教育委員会事務局 高校教育課長 

  今回、報告いたします令和３年度高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス

感染症への対応については、１０月１２日から始まる中学校対象の入学者選抜説明会、

高等学校対象の説明会、県外からの入学志願者の保護者対象説明会で説明を行います。 

  また、三重県のＷｅｂページにも掲載し、県内だけでなく、県外や海外から入学志

願を予定している方にもお知らせします。 

  １ページをご覧ください。「１ 新型コロナウイルス感染症等の影響により前期選

抜等及び後期選抜が受検できなかった志願者への対応について」ですが、前期選抜等

及び後期選抜が受検できなかった志願者は、例年どおり追検査を受検します。前期選

抜、後期選抜及びそれぞれの追検査も受検できなかった志願者への対応として、選抜

ごとに追々検査を設けて受検の機会を確保します。 

ただし、前期選抜の追々検査は、前期選抜で入学定員の１００％を募集し、後期選

抜を実施しない高等学校７校７学科・コースのみで実施します。①実施日については、

３ページの別紙実施日程をご覧ください。 

前期選抜の追々検査は、前期選抜検査日の２日目に当たる２月４日から２週間を経

過した２月１８日に実施します。後期選抜の追々検査は、多くの高等学校において最

後の受検機会となることから、新型コロナウイルス感染症の影響により受検できなか

った生徒が安心して受検できるように、後期選抜の検査日から２週間を超えて、でき

る限り長い期間を確保し、３月２９日に実施します。 
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１ページにお戻りください。②追々検査の対象者は、「ア 新型コロナウイルス感

染症に罹患」、又は「イ 保健所等から濃厚接触者と特定され、自宅待機の期間にあ

ったことにより、各選抜及び追検査を受検できなった者」とします。 

２ページをご覧ください。「ウ 海外に居住する者で、検査の１４日までに帰国で

きなかったことにより、各選抜及び追検査を受検できなかった者」についても、追々

検査の対象者とします。③検査内容は原則として各選抜と同じ内容で実施します。 

「２ 海外に居住する者の入学志願について」ですが、海外に居住する者の受検は、

各選抜の検査当日に、入国後１４日を経過していることとし、入国日を確認するため

に志願者がパスポートの写しを高等学校に持参し、確認することとします。 

なお、検査の１４日前までに帰国ができない場合は、先ほど説明したとおり、追検

査及び追々検査により対応します。 

「３ 出願関係書類の提出方法について」ですが、出願関係の提出は、原則として

各高等学校へ中学校の担当者が持参する方法で行ってきましたが、令和３年度入学者

選抜においては、希望する中学校に出願関係書類等の郵送での提出を認めることとし

ます。 

「４ Ｗｅｂによる合格者発表について」です。令和３年３月１８日に行う合格者

の発表については、各高等学校で従来どおり、掲示板での発表を行うとともに、学校

情報ネットワークの専用Ｗｅｂページに合格者の受検番号を掲載します。掲示板での

発表及びＷｅｂページでの発表は、３月１８日の９時３０分から１６時３０分まで行

います。なお、Ｗｅｂページで公開するファイルにはパスワードを設定し、第三者が

データを閲覧できないようにします。 

令和３年度三重県立高等学校入学者選抜における新型コロナウイルス感染症への

対応については、今後も県内外の感染状況を注視しながら、変更する必要が生じた場

合は、改めて検討し、速やかに公表することとします。 

令和３年度三重県立高等学校入学者選抜については、以上です。 

 

【質疑】   

教育長 

  報告２は、いかがでしょうか。 

 

－全委員が本報告を了承する。－   

 

・審議事項 

報告３ 指定管理者が行う公の施設の管理状況について （非公開） 

林社会教育・文化財保護課長が説明し、全員が本報告を了承する。 

  

・閉会宣言  

 

 


